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Ⅰ．社会教育主事課程（社会教育士）の概要

 求められる生涯学習支援

　今日では、教育イコール学校といった学校教育中心の教育観は過去のものになりつつあり、生
涯にわたり、いつでも、どこでも、だれでも、自らの要求と必要に応じて学習できる、生涯学習
のための社会的な条件整備が求められています。とくに社会的に弱い立場に置かれがちな人たち
−子ども・女性・高齢者・障害がある人・外国にルーツを持つ人など−が、生き生きと自分らし
く生きていけるような、コミュニティにおける生涯学習の支援の取り組みが求められています。

 社会教育と社会教育主事について

　社会教育とは、学校教育以外の方法・形態によって行われる子どもから大人まですべての人々
の自由な教育−学習活動、つまり相互の学びあいの活動を支援する取り組みを意味します。社会
教育主事は、そうした多くの人々の多様な学びあいの活動を専門的に援助する教育専門職の公務
員です。社会教育主事は、社会教育法によって都道府県及び市町村教育委員会の事務局に配属さ
れ、地域の教育・文化事業の企画・実施、社会教育関係団体（文化団体やスポーツ団体、PTA
や子ども会など）、グループ・サークル等、さまざまな学習文化・スポーツ活動を行っている人々
への助言や専門的な援助を行うとされています。また、公民館や生涯学習センター、青少年関係
施設などの社会教育関係施設で働く場合にも、社会教育についての専門的な知見が求められます。

 社会教育士について

　2020年から、社会教育主事課程を履修することで社会教育士の称号も併せて取得できるように
なり、次のような教育行政の領域以外の場でも社会教育士の役割が期待されています。
〈一般行政の公務員として〉自治体の一般行政部局（健康・福祉・環境・産業・まちづくりなど）
でも、例えば「出前講座」など住民に向けてさまざまな学習・文化事業を行っており、一般行政
の職員が社会教育士として専門的に支援していくことが求められています。
〈学校教員として〉全国の小・中学校では、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働す
る地域学校協働活動（コミュニティスクール）が取り組まれており、学校教員が社会教育士とし
てそうした活動を積極的に推進していく役割が期待されています。
〈民間企業人として〉企業活動においては、企業内教育など組織的な学習が必要とされるだけで
なく、企業が地域社会の一員として地元地域と連携・協力していく上でも、企業人が社会教育士
として活動していくことが期待されます。
〈ボランティア活動や NPO 活動をしていくために〉全国の地域では、それぞれの課題や問題に
対応する形で様々なボランティアや NPO ( 非営利組織 ) の活動が展開されており、そこで社会
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 社会教育と社会教育主事について
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 社会教育士について

　2020年から、社会教育主事課程を履修することで社会教育士の称号も併せて取得できるように
なり、次のような教育行政の領域以外の場でも社会教育士の役割が期待されています。
〈一般行政の公務員として〉自治体の一般行政部局（健康・福祉・環境・産業・まちづくりなど）
でも、例えば「出前講座」など住民に向けてさまざまな学習・文化事業を行っており、一般行政
の職員が社会教育士として専門的に支援していくことが求められています。
〈学校教員として〉全国の小・中学校では、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働す
る地域学校協働活動（コミュニティスクール）が取り組まれており、学校教員が社会教育士とし
てそうした活動を積極的に推進していく役割が期待されています。
〈民間企業人として〉企業活動においては、企業内教育など組織的な学習が必要とされるだけで
なく、企業が地域社会の一員として地元地域と連携・協力していく上でも、企業人が社会教育士
として活動していくことが期待されます。
〈ボランティア活動や NPO 活動をしていくために〉全国の地域では、それぞれの課題や問題に
対応する形で様々なボランティアや NPO ( 非営利組織 ) の活動が展開されており、そこで社会
教育士の果たす専門的な役割が期待されています。特に NPO 法人は、全国で5万を超え、その
中でも社会教育を推進する法人が多くを占めていることから、今後社会教育士への期待がさらに
高まることが予想されます。

　2020年から、社会教育主事課程を履修することで社会教育士の称号も併せて取得できるように
なり、次のような教育行政の領域以外の仕事や活動においても社会教育士の役割が期待されてい
ます。
 〈学校教員・学芸員・司書として〉学校では、教員に PTAなどで保護者との関係づくりが求め
られることに加えて、地域学校協働活動などで地域の人々とともに教育活動を行うことが多くな
りました。学芸員・司書は、博物館・図書館における地域住民の学びを支え、施設にかかわる市
民活動・ボランティア活動と協働することが求められています。これらは社会教育士としての専
門性が期待される分野といえますので、ぜひ並行履修にとりくんでみてください。
 〈一般行政の公務員として〉自治体の一般行政部局（健康・福祉・環境・産業・まちづくりなど）

　今日では学校教育中心の教育観は過去のものになりつつあり、生涯にわたり、いつでも、どこ
でも、だれでも、自らの要求と必要に応じて学習できる、生涯学習のための社会的な条件整備が
求められています。とくに社会的に弱い立場に置かれがちな人たち ― 子ども・女性・高齢者・
障害がある人・外国にルーツを持つ人など ― が、生き生きと自分らしく生きていけるような、
コミュニティにおける生涯学習の支援の取り組みが求められています。
　また、私たちの地域や暮らしに山積する課題を解決するために、さまざまな分野で実践が展開
されています。例えば、経済や商業の知識を活かした地域振興、文化や芸術活動を通じた地域づ
くり、環境・防災・ICTに関する取り組み、農の知見を活かした食や地域資源の活用、多文化
交流や国際理解の促進、情報やコミュニケーションの力を用いた学習支援や広報活動などです。
こうした多岐にわたるテーマに地域の人々が主体的に関わり、その力を広げていくためには、生
涯学習の支援が欠かせません。社会教育主事課程では、各学部で培った専門的な学びを、こうし
た実践に活かすための手がかりを得ることができます。

　社会教育とは、学校教育以外の方法・形態によって行われる子どもからおとなまですべての
人々の自由な教育－学習活動、つまり相互の学びあいの活動を支援する取り組みを意味します。
社会教育主事は、そうした多くの人々の多様な学びあいの活動を専門的に援助する教育専門職の
公務員です。社会教育主事は、社会教育法によって都道府県及び市町村教育委員会の事務局に配
属され、地域の教育・文化事業の企画・実施、社会教育関係団体（文化団体やスポーツ団体、
PTAや子ども会など）、グループ・サークル等、さまざまな学習文化・スポーツ活動を行っている
人々への助言や専門的な援助を行うとされています。また、公民館や生涯学習センター、青少年施
設などの社会教育関係施設で働く場合にも、社会教育についての専門的な知見が求められます。

（ 194 ）

2026



（　　）195

2024

　以上のような社会教育主事・社会教育士の資格取得のために社会教育主事課程は設置されてい
ますので、多くの学生諸君が履修されることを期待しています。なお、2020年から社会教育主事
課程では社会教育実習が必修科目となりましたが、明治大学ではすでに、選択科目として社会教
育実習に長く取り組んできています。みなさんの先輩たちが社会教育実習で学んできたように、
コミュニティにおけるさまざまな学びの現場を経験すること、その経験をふりかえる（省察する）
ことで、社会教育の制度や理論についての学びをより深めていくことができるでしょう。

でも、例えば「出前講座」など住民に向けてさまざまな学習・文化事業を行っており、一般行政
の職員が社会教育士として専門的に支援していくことが求められています。
 〈民間企業人として〉企業活動においては、企業内教育など組織的な学習が必要とされるだけで
なく、企業が地域社会の一員として地元地域と連携・協力していく上でも、企業人が社会教育士
として活動していくことが期待されます。
 〈ボランティア活動やNPO活動をしていくために〉全国の地域では、それぞれの課題や問題に
対応する形で様々なボランティアやNPO（非営利組織）の活動が展開されており、そこで社会
教育士の果たす専門的な役割が期待されています。特にNPO法人は、全国で５万を超え、その
中でも社会教育を推進する法人が多くを占めています。そして、社会教育施設の指定管理者を受
託するなど、今後社会教育士への期待がさらに高まることが予想されます。

　以上のような社会教育主事・社会教育士の資格取得のために社会教育主事課程は設置されてい
ますので、多くの学生諸君が履修されることを期待しています。なお、2020年から社会教育主事
課程では社会教育実習が必修科目となりましたが、明治大学ではすでに、選択科目として社会教
育実習に長く取り組んできています。みなさんの先輩たちが社会教育実習で学んできたように、
コミュニティにおけるさまざまな学びの現場を経験すること、その経験をふりかえる（省察する）
ことで、社会教育の制度や理論についての学びをより深めていくことができるでしょう。

� 出典：文部科学省「社会教育人材の養成及び活躍促進の在り方について（最終まとめ）」�
� （2024年6月）
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Ⅱ．社会教育主事課程関係科目と履修方法

◆ 社会教育主事資格を得るために必要な科目及び単位数
（〇印は必修科目、△印は選択必修科目） 　 

区

　分

社 会 教 育 主 事 講 習 等
規 程 に 定 め る 科 目
（2020年４月１日施行）

本学における授業科目 単位数 履修要件
履修
開始
年次

必

　修

生涯学習概論 ○生涯学習概論 ４ 必修 １年

生涯学習支援論 ○生涯学習支援論 ４ 必修 ２年

社会教育経営論 ○社会教育経営論Ａ
○社会教育経営論Ｂ

２
２ 必修 ２年

２年

選

　
　
　択

　
　
　科

　
　
　目

社会教育実習
　社会教育実習Ａ ２ １年

　社会教育実習Ｂ ４ ３年
社会教育演習、社会教育
実習又は社会教育課題研
究のうち１以上の科目 　社会教育課題研究 ４ ３年

社会教育特講

（社会教育主事課程科目）
　ジェンダーと教育Ａ
　ジェンダーと教育Ｂ
　現代の子どもと社会教育
　環境問題と社会教育
　コミュニティケアと社会教育
（教職課程科目）
　教育基礎論
（学芸員養成課程）
　博物館学概論
（司書課程科目）
　図書館情報学概論※

２
２
２
２
２

２

２

２

２年
２年
２年
２年
２年

１年

２年

１年

計 24単位以上修得

※はメディア授業科目併設。メディア授業科目とは、学則第19条の３第２項に定める方法により履修する
授業科目をいう。なお、毎年度の授業計画により、授業の実施方法を変更することがあるため、メディア
授業科目の対象科目及び履修上の注意事項は必ず各年度の各シラバスを参照すること。

◆ 社会教育主事課程の修了要件

１．学士の学位を取得すること。
２．「生涯学習概論」「生涯学習支援論」「社会教育経営論Ａ」「社会教育経営論Ｂ」の４科目を修得

すること。
３．「社会教育課題研究」「社会教育実習Ａ」「社会教育実習Ｂ」のうち、「社会教育実習Ａ」または「社

会教育実習Ｂ」の１科目を修得して４単位以上を修得すること。
４．社会教育特講は、社会教育主事課程科目から３科目６単位を含めて４科目８単位以上修得する

こと。

（注）課程修了後、１年以上社会教育主事補（又は、文部科学大臣が指定するもの）の職にあっ
た者に社会教育主事になる資格が生じます。また、資格を有し、かつ、教育委員会で社会
教育主事として任用されてはじめて称することができるため「任用資格」といいます。

（注）2020年度以降入学者の課程修了者は、「社会教育士」という称号を名乗ることができます。

８単位
以上
修得

１科目
以上
修得

６単位
以上
修得

４単位
以上
修得
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◆　履修上の注意事項

１　履修開始年次について

　⑴　社会教育主事課程は、１年次から履修（登録）ができます。

　⑵　社会教育主事課程の科目は、履修開始年次が決まっています。（前ページの表参照）

　　　それぞれの科目の履修開始年順に履修するようにしてください。

２　他のキャンパスに開設している授業科目の履修について

　　社会教育主事課程の科目については、いずれのキャンパスで開設されている科目でも、履修するこ

とができます。

３　他の課程との共通科目の扱いについて

　　複数の課程にある同一名称の科目は、原則として各課程共通で使用できます。重複しての履修はで

きません。なお、社会教育主事課程の履修開始以前に修得した科目であっても、その単位は社会教育

主事課程の修了要件科目として認められます。

４ 　社会教育主事講習等規程には、「社会教育実習」を必修、「社会教育演習、社会教育実習又は社会教

育課題研究のうち１以上の科目」の履修が必要とされており、この法令科目の要件を満たすには、本

学では次の３通りの組み合わせになります。

　　①「社会教育実習Ｂ（４単位）」の１科目修得

　　②「社会教育実習Ａ（２単位）」と「社会教育課題研究（４単位）」の２科目修得

　　③「社会教育実習Ａ（２単位）」と「社会教育実習Ｂ（４単位）」の２科目修得

５　社会教育実習の履修前提科目について

　　「社会教育実習Ｂ」を履修する場合、前年度までに「生涯学習概論」を修得する必要があります。

詳細については、「Ⅳ．社会教育実習Ｂ」（p.197）を参照してください。

６　課程修了証書の交付について

　⑴　社会教育主事課程を修了した者には、課程修了証書を交付します。

　⑵　課程修了見込の者に、例年12月頃、課程修了証書の交付の手続についてお知らせします。

　⑶　手続を完了し、かつ、課程を修了した者に対し、卒業式当日に課程修了証書を交付します。

　⑷　３年次までに課程修了要件を満たすように科目を修得した場合、４年次に申請をすることを忘れ

がちなので注意してください。

７　その他

　　４年次から履修を開始する学生及び科目等履修生は、１年間で社会教育主事課程を修了することも

可能です。

社会教育主事課程の科目は、履修開始年次が決まっています（前ページの表参照）ので、その年
次から履修するようにしてください。

　社会教育主事課程の科目については、いずれのキャンパスで開設されている科目でも履修すること
ができます。

（p.199）
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Ⅲ．社会教育実習Ａ

１　履修条件

　　社会教育主事課程を履修する１年次以上の学生

　　「社会教育実習Ａ」を履修した場合、３年次以降に「社会教育課題研究」か「社会教育実習Ｂ」の

修得が必要となります。

２　実習期間

　　実習先では、４日間相当（１日８時間）の実習を行います。

３　実習の目的

　　この授業では、社会教育関係施設（公民館・男女共同参画施設・児童館など）での「見学」を中心

とした実習を通じて、施設の特徴と機能を理解すること、職員の「手伝い」を経験して職員の仕事内

容を理解すること、などをめざします。

４　社会教育実習Ａの内容

①公民館・児童館・男女共同参画センターなど、社会教育施設での実習

②障害をもつ人の支援施設や障害をもつ子どもの放課後デイサービスなどでの実習

５　社会教育実習Ａの授業は、以下のようなサイクルで実施します。

　　⑴　実習先を決める

　　秋学期の始めに、講義・施設見学・実践記録を読み合うなどのプロセスを通して、実習のテー

マについて考え、施設・機関から実習先を決めます。

　　⑵　現場実習 

　　秋学期に、現場実習を行います。

　　⑶　授業におけるふり返り

　　実習先での経験を話し合い、また教員を含めて全員でふり返ります。

　　⑷　実習報告の作成

　　上記の⑴〜⑶を通じて、実習中に経験したこと、考えたことを、簡単なレジュメから文章化し

た原稿へと、筋立てて説明することを目指します。作成した原稿は、本学『社会教育主事課程年

報』に掲載します。
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Ⅲ．社会教育実習Ａ

１　履修条件

　　社会教育主事課程を履修する１年次以上の学生

　　「社会教育実習Ａ」を履修した場合、３年次以降に「社会教育課題研究」か「社会教育実習Ｂ」の

修得が必要となります。

２　実習期間

　　実習先では、４日間相当（１日８時間）の実習を行います。

３　実習の目的

　　この授業では、社会教育関係施設（公民館・男女共同参画施設・児童館など）での「見学」を中心

とした実習を通じて、施設の特徴と機能を理解すること、職員の「手伝い」を経験して職員の仕事内

容を理解すること、などをめざします。

４　社会教育実習Ａの内容

①公民館・児童館・男女共同参画センターなど、社会教育施設での実習

②障害をもつ人の支援施設や障害をもつ子どもの放課後デイサービスなどでの実習

５　社会教育実習Ａの授業は、以下のようなサイクルで実施します。

　　⑴　実習先を決める

　　秋学期の始めに、講義・施設見学・実践記録を読み合うなどのプロセスを通して、実習のテー

マについて考え、施設・機関から実習先を決めます。

　　⑵　現場実習 

　　秋学期に、現場実習を行います。

　　⑶　授業におけるふり返り

　　実習先での経験を話し合い、また教員を含めて全員でふり返ります。

　　⑷　実習報告の作成

　　上記の⑴〜⑶を通じて、実習中に経験したこと、考えたことを、簡単なレジュメから文章化し

た原稿へと、筋立てて説明することを目指します。作成した原稿は、本学『社会教育主事課程年

報』に掲載します。

　この授業では、社会教育関係施設（公民館・男女共同参画施設・児童館など）での見学を中心とし
た実習を通じて、施設の特徴と機能を理解すること、職員の手伝いを経験して職員の仕事内容を理解
すること、などをめざします。

実習の目的・内容

大学祭期間中などに、現場実習を行います。

②地域の様々な人たちが主体的に取り組む地域づくり・まちづくりにかかわる実習

４
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Ⅳ．社会教育実習Ｂ

１　履修条件

　　社会教育主事課程を履修し、「生涯学習概論」を修得した３年次以上の学生

２　実習期間

　　実習先では、12日間相当（１日８時間）の実習を行います。

　　実習内容により、４〜８時間で12〜24週、あるいは12日間集中などで行います。

３　実習の目的

　　この授業は、教育委員会事務局・公民館・社会教育関係施設・青少年施設・児童館・男女共同参画

施設・福祉関係施設などでの実習を通じて、学習者・利用者と職員の関係、職員の役割、コミュニティ

において実習先施設が担う機能等について学びます。具体的な実習先については、学生の希望を考慮

し、教員が紹介する実習先などの中から、通勤可能な施設に依頼します。

４　社会教育実習Ｂの内容

　　「社会教育実習Ｂ」では、実習先の施設の性格と役割をふまえ、施設利用者はどのような学習活動

を行っているのか、職員は具体的にどのような支援を行っているのか、施設・機関を支える制度はど

のようなものか、ということなどについて学びます。

５　社会教育実習Ｂの授業は、以下のようなサイクルで実施します。

　　⑴　実習先を決める

　　春学期の始めに、講義・施設見学・実践記録を読み合うなどのプロセスを通して、実習のテー

マについて考え、具体的な実習先を決めます。

　　⑵　現場実習

　　夏休みを中心に、現場実習を行います。

　　⑶　授業におけるふり返り

　　実習先での経験を各自報告し、話し合いをしながら、それぞれの実習のふり返りを行います。

　　⑷　実習報告の作成

　　上記の⑴〜⑶を通じて、実習中に経験したこと、考えたことを報告原稿としてまとめます。作

成した原稿は、本学『社会教育主事課程年報』に掲載します。
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Ⅳ．社会教育実習Ｂ

１　履修条件

　　社会教育主事課程を履修し、「生涯学習概論」を修得した３年次以上の学生

２　実習期間

　　実習先では、12日間相当（１日８時間）の実習を行います。

　　実習内容により、４〜８時間で12〜24週、あるいは12日間集中などで行います。

３　実習の目的

　　この授業は、教育委員会事務局・公民館・社会教育関係施設・青少年施設・児童館・男女共同参画

施設・福祉関係施設などでの実習を通じて、学習者・利用者と職員の関係、職員の役割、コミュニティ

において実習先施設が担う機能等について学びます。具体的な実習先については、学生の希望を考慮

し、教員が紹介する実習先などの中から、通勤可能な施設に依頼します。

４　社会教育実習Ｂの内容

　　「社会教育実習Ｂ」では、実習先の施設の性格と役割をふまえ、施設利用者はどのような学習活動

を行っているのか、職員は具体的にどのような支援を行っているのか、施設・機関を支える制度はど

のようなものか、ということなどについて学びます。

５　社会教育実習Ｂの授業は、以下のようなサイクルで実施します。

　　⑴　実習先を決める

　　春学期の始めに、講義・施設見学・実践記録を読み合うなどのプロセスを通して、実習のテー

マについて考え、具体的な実習先を決めます。

　　⑵　現場実習

　　夏休みを中心に、現場実習を行います。

　　⑶　授業におけるふり返り

　　実習先での経験を各自報告し、話し合いをしながら、それぞれの実習のふり返りを行います。

　　⑷　実習報告の作成

　　上記の⑴〜⑶を通じて、実習中に経験したこと、考えたことを報告原稿としてまとめます。作

成した原稿は、本学『社会教育主事課程年報』に掲載します。

４　社会教育実習Ｂの授業は、以下のようなサイクルで実施します。
　　⑴　実習先を決める
　　　�　春学期の始めに、講義・施設見学・実践記録を読み合うなどのプロセスを通して、実習のテー

マについて考え、具体的な実習先を決めます。学生の希望を考慮し、教員が紹介する実習先など
の中から、通勤可能な施設に依頼します。

　この授業は、教育委員会事務局・公民館・社会教育関係施設・青少年施設・児童館・男女共同参画
施設・福祉関係施設などでの実習を通じて、実際の学習活動、学習者・利用者と職員の関係、職員の
役割、コミュニティにおいて実習先施設が担う機能やそれを支える制度等について学びます。具体的
な実習先については、学生の希望を考慮し、教員が紹介する実習先などの中から、通勤可能な施設に
依頼します。
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Ⅴ．社会教育主事課程に関する法令

１．教育基本法（抄）

　（生涯学習の理念）

第三条　国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたっ

て、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことので

きる社会の実現が図られなければならない。

　（社会教育）

第十二条　個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体に

よって奨励されなければならない。

２　国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、

学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

２．社会教育法（抄）

　第一章　総　　　則

　（この法律の目的）

第一条　この法律は、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神に則り、社会教育に関する国及

び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。

　（社会教育の定義）

第二条　この法律において「社会教育」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）又は就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）に

基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる

組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む。）をいう。

　第二章　社会教育主事等

　（社会教育主事及び社会教育主事補の設置）

第九条の二　都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。

２　都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。

　（社会教育主事及び社会教育主事補の職務）

第九条の三　社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令

及び監督をしてはならない。

２　社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う

場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。

３　社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
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　（社会教育主事の資格）

第九条の四　次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。

　一　大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる

期間を通算した期間が三年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの

　　イ　社会教育主事補の職にあつた期間

　　ロ　官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他の社会教

育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあつた期間

　　ハ　官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業にお

ける業務であつて、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学

大臣が指定するものに従事した期間（イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。）

　二　（略）

　三　大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める

社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が

一年以上になるもの

　四　（略）

３．社会教育主事講習等規程（抄）

　第三章　社会教育に関する科目の単位

第十一条　法第九条の四第三号の規定により大学において修得すべき社会教育主事の養成に係る社会教

育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。

科　　　　　　　　　　　　目 単位数

生涯学習概論
生涯学習支援論
社会教育経営論
社会教育特講
社会教育実習
社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究のうち１以上の科目

４
４
４
８
１
３

　二　（略）

　三　第一項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士（養成課程）と称す

ることができる。

（ 201 ）

2026



（　　）202

2024

Ⅵ．社会教育主事課程修了者数一覧表

（2013年度〜2022年度）

年　　　度
学　部　等 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

法 学 部 5 6 2 2 1 1 1 0 2 0

商 学 部 0 2 3 2 1 1 0 0 1 2

政治経済学部 4 3 7 1 3 6 4 3 3 8

文 学 部

文 14 10 7 13 15 13 7 5 0 1

史 15 21 16 10 18 8 7 5 6 6

心 6 11 4 2 2 4 2 1 0 1

理 工 学 部 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0

農 学 部 0 4 0 1 1 2 2 1 0 0

経 営 学 部 3 0 2 0 1 0 2 1 0 2

情報コミュニケーション学部 5 3 3 2 1 2 0 0 1 1

国際日本学部 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2

総合数理学部 0 0 0 0 0 0 0

小 計 53 60 46 34 43 38 27 17 14 23

科目等履修生
本学大学院生 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

一　　般 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 54 60 46 34 44 38 27 17 14 23

（2015年度～2024年度）

年　　　度
学　部　等

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

法　 学　 部     2     2     1     1     1     0     2     0     3     1

商　 学　 部     3     2     1     1     0     0     1     2     1     0

政治経済学部     7     1     3     6     4     3     3     8     3     2

文 学 部

文     7   13   15   13     7     5     0     1     0     0

史   16   10   18     8     7     5     6     6     2     1

心     4     2     2     4     2     1     0     1     1     3

理  工  学  部     0     1     0     0     1     1     0     0     0     0

農　 学　 部     0     1     1     2     2     1     0     0     0     0

経  営  学  部     2     0     1     0     2     1     0     2     0     0

情報コミュニケーション学部     3     2     1     2     0     0     1     1     2     0

国際日本学部     2     0     0     1     1     0     1     2     1     0

総合数理学部     0     0     0     0     0     0     0     0     0

小　　　　計  46   34   43   38   27   17   14   23   13     7

科目等履修生
本学大学院生     0     0     1     0     0     0     0     0     1     0

一　　般     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1

合　　　　　　計  46   34   44   38   27   17   14   23   14     8
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Ⅰ．学芸員養成課程で学ぶことの意義

　学芸員養成課程は、博物館の専門職である学芸員の資格取得を目的に、博物館学の諸科目を学
修します。学芸員の職務は、「博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連す
る事業についての専門的事項をつかさどる」（博物館法第４条第４項）と規定されており、その
ための知識や技能の習得を目指します。博物館の役割と機能を知り、収蔵するコレクションとそ
れに関する理解を深めることが基本です。それとともに、博物館学の目的は社会における博物館
の位置づけを明らかにすることでもあります。今日の生涯学習社会にあっては博物館が市民とど
のようにかかわりを持つかが、持続可能な社会であるための重要な要素といえます。このような
教育学や社会学のまなざしも、学芸員養成課程での学びの観点です。
　学芸員資格制度は1951年の博物館法の制定によって設けられたもので、博物館及び博物館職員
の資質向上を目的に、国家試験を受けて、博物館専門職員である学芸員の資格を得ることが必要
となったのです。また、博物館法施行規則の制定にともなって大学での学芸員の養成も制度化さ
れ、学芸員養成課程が置かれるようになりました。
　明治大学では1956年度に学芸員養成課程が開設されました。翌1957年にユネスコが発行した雑
誌“Museum”には、日本国内で学芸員養成の課程やコースを設置しているのは11大学と記され
ています。それから半世紀以上を経て、現在では約290大学で学芸員養成課程が開設されていま
すが、明治大学ではその初期から学芸員養成教育を進めてきたわけです。1957年春に最初の資格
取得者を世に送り出して以来、すでに5,000名を超える学芸員有資格者を輩出しており、そのう
ち800名以上が全国各地のさまざまな博物館や、地方自治体の文化財関係、地域史編纂事業関係
などで活躍されてきました。実績に裏打ちされた伝統が明治大学学芸員養成課程の誇りで、それ
を受け継ぐ高い意識と姿勢を履修の学生に期待しています。
　生涯学習社会といわれる今日では、博物館は資料の収集・保存や調査研究を基盤にして、すべ
ての人に開かれた魅力的な学びの機関であることが求められており、これを創出する役割を学芸
員が担っています。幅ひろい知識と技能を身に付けなければなりませんが、極めてやりがいのあ
る仕事です。そのためには、単に学芸員養成課程を受講して資格をとるというのではなく、自分
から積極的に博物館のあるべき姿を研究し、社会における博物館の価値をより高めていくのは自
分たちなのだという気概をもって、課程の学習に臨んでもらいたいと思います。
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Ⅱ．博物館・博物館法と学芸員

　1951年制定の「博物館法」は、その目的について次のようにうたっています。すなわち「社会
教育法の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、
もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする」とし、博物館は調査・研
究、収集・保存、展示・普及を役割とする社会教育機関であるとしています。
　その趣旨はいうまでもなく、博物館がただ懐古趣味や物珍しさを売物にする陳列場でなく、広
く国民を対象とした生き生きとした学習の場であるべきだという点にあります。博物館法は、そ
うした国民の新しい学習の場としての博物館を育成発展させる目的で制定された法律です。博物
館は単に建物設備があり、博物館資料があり、年間150日以上公開されていればそれでいいとい
うわけではありません。同法第12条第２項には、博物館の目的を達成するのに必要な「学芸員」
を、博物館専門職員として任用することが要件の一つとして規定されています。博物館活動を実
施し、生涯学習機関として博物館の存在する意義を十分に発揮できるかどうかは、学芸員の力量
いかんにかかっているのですから、学芸員は博物館の最も重要な柱であるといえます。
　現状では、残念ながら博物館法は、行政的に十分その機能を発揮しているとはいえません。一
つには欧米諸国にくらべて、博物館に対する一般の関心が低いこともありますが、逆にいえば日
本の博物館は、高い理想と自覚の上に立った国民的教育機関として、積極的な活動にまだまだ欠
けるものがあるからです。博物館法の精神を生かし、真に社会生活の中にとけこんだ博物館を創
造すること、それが当面最大の博物館学芸員の任務でなければならないでしょう。

Ⅲ．学芸員の資格・求められるスキル

　学芸員となる資格を得るためには、大学所定の単位を修め、学士の学位を有することがまず第
１の条件となります。同時に、学芸員養成課程の定める必要単位を修得することによってはじめ
て資格取得ができ、学芸員有資格者となります。
　学芸員有資格者というのは、博物館の専門職員としての条件を有すると認められることで、い
わば学芸員としての最低の基準をクリアーしていることが証されているに過ぎませんが、これは
国家資格です。いわば、本学の学芸員養成課程が国家試験を代行しているわけです。
　学芸員には、博物館一般についての共通な知識や技術、館の種類毎に求められる知識・技術、
そして各分野それぞれの専門的な研究能力を持っていることが求められます。博物館における調
査・研究、資料の収集・整理・保管・保存、展示・学習支援という一連の仕事ができる資質が求
められるのです。学芸員養成課程での講義や実習はそのための入門でしかありません。と同時に、
そうした仕事をする基礎として、それぞれの専門的専攻分野の研究の力が重要であることを十分
認識する必要があります。つまり、学芸員は博物館に関し「総括的」であり、また専攻分野別に
極めて「専門的」でなければならないのです。

　1951年制定の「博物館法」は、その目的について次のようにうたっています。すなわち「社会
教育法及び文化芸術基本法の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、そ
の健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする」とし、
博物館は調査・研究、収集・保存、展示・普及を役割とする社会教育機関であるとしています。

13 ４
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Ⅳ．学芸員養成課程関係科目と履修方法

◆　学芸員資格を得るために必要な科目及び単位数
（〇印は必修科目）

区分
博 物 館 法 施 行 規 則
に 定 め る 科 目
（2012年４月１日施行）

本学における授業科目 単位数 履修開始
年 次 履修要件

必
修
科
目

生涯学習概論 ○生涯学習概論 ４ ２年

９科目
21単位
必修

博物館概論 ○博物館学概論 ２ ２年

博物館経営論 ○博物館経営論 ２ ３年

博物館資料論 ○博物館資料論 ２ ２年

博物館資料保存論 ○文化財科学Ａ ２ ３年

博物館展示論 ○博物館展示論 ２ ３年

博物館教育論 ○博物館教育論 ２ ３年

博物館情報・メディア論 ○博物館情報・メディア論 ２ ２年

博物館実習 ○博物館実習 ３ ４年
自由
選択
科目

＊
　ミュージアムコミュニケーションＡ ２ ３年

　ミュージアムコミュニケーションＢ ２ ３年
＊単なる資格取得を超えて学芸員になろうとする意欲の高い者に対し、博物館学の諸科目に加え、ミュージアムにおけ
るコミュニケーションのあり方を考え、実践できる科目として、「ミュージアムコミュニケーションＡ・Ｂ」を開設し
ています。連続して受講することを薦めます。

（注１）「履修開始年次欄」は、それぞれの開設科目を履修開始できる年次を示します。
　　　 ただし、学芸員養成課程の履修開始以前に他の課程で修得した科目であっても、その単位は認められます。
（注２）「文化財科学Ａ」は資格課程開設又は文学部開設のどちらも学芸員養成課程の要件として使用できます。
　　　 文学部以外の学生が文学部開設の「文化財科学Ａ」を履修する場合は他学部履修扱いになります。

◆　学芸員養成課程の修了要件

１．学士の学位を取得すること。
２．必修科目（９科目21単位）をすべて修得すること。

（〇印は必修科目、△印は選択必修科目）

区分
博 物 館 法 施 行 規 則 
に 定 め る 科 目 
（2012年４月１日施行）

本学における授業科目 単位数 履修開始
年 次 等 履修要件

必
修
・
選
択
必
修
科
目

生涯学習概論 ○生涯学習概論 ４ ２年

必修
博物館概論 ○博物館学概論 ２ １年秋学期

博物館経営論 ○博物館経営論 ２ ３年

博物館資料論 ○博物館資料論 ２ ２年

博物館資料保存論
△文化財科学Ａ ２ ３年 １科目 

選択必修△博物館資料保存論 ２ ３年

博物館展示論 ○博物館展示論 ２ ３年

必修
博物館教育論 ○博物館教育論 ２ ２年

博物館情報・メディア論 ○博物館情報・メディア論 ２ ２年

博物館実習 ○博物館実習 ３ ４年
自由
選択 
科目

＊
　ミュージアムコミュニケーションＡ ２ ３年

　ミュージアムコミュニケーションＢ ２ ３年
＊�単なる資格取得を超えて学芸員になろうとする意欲の高い者に対し、博物館学の諸科目に加え、ミュージアムにおけ
るコミュニケーションのあり方を考え、実践できる科目として、「ミュージアムコミュニケーションＡ・Ｂ」を開設し
ています。連続して受講することを薦めます。

（注１）「履修開始年次欄」は、それぞれの開設科目を履修開始できる年次を示します。
　　　 ただし、学芸員養成課程の履修開始以前に他の課程で修得した科目であっても、その単位は認められます。
（注２）「文化財科学Ａ」は資格課程開設又は文学部開設のどちらも学芸員養成課程の要件として使用できます。
　　　 文学部以外の学生が文学部開設の「文化財科学Ａ」を履修する場合は他学部履修扱いになります。

◆　学芸員養成課程の修了要件

１．学士の学位を取得すること。
２．必修科目（８科目19単位）及び選択必修科目（１科目２単位）を修得すること。

⎫
⎜⎜
⎜
⎬
⎜⎜
⎜
⎭
⎫
⎜
⎬
⎜
⎭
⎫
⎜⎜
⎜
⎬
⎜⎜
⎜
⎭
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◆　履修上の注意事項

１　履修開始年次について

　⑴　学芸員養成課程は、２年次から履修（登録）できます。

　⑵　学芸員養成課程の科目は、それぞれ履修開始年次が決まっています。（前ページの表参照）

２　他のキャンパスに開設している授業科目の履修について

　　学芸員養成課程の科目については、他のキャンパスで開設されている科目を履修することができま

す。

３　他の課程との共通科目の扱いについて

　　複数の課程にある同一名称の科目は、原則として各課程共通で使用できます。重複しての履修はで

きません。なお、学芸員養成課程の履修開始以前に修得した科目であっても、その単位は学芸員養成

課程の修了要件科目として認められます。

４　博物館実習について

　　「博物館実習」は、「博物館学概論」、「博物館資料論」、「博物館展示論」、「博物館教育論」の４科目

すべてを修得した者に限り履修できます。

５　担当部署について

　　学芸員養成課程の事務は資格課程事務室で行います。ただし、博物館実習に関する指導は、学芸員

養成課程実習室（駿河台キャンパス アカデミーコモン地下１階）で行います。

６　課程修了証書の交付について

　⑴　学芸員養成課程を修了した者には、課程修了証書を交付します。

　⑵　課程修了見込の者に、例年12月頃、課程修了証書の交付の手続についてお知らせします。

　⑶　手続を完了し、かつ、課程を修了した者に対し、卒業式当日に課程修了証書を交付します。

１　履修開始年次等について
　⑴　学芸員養成課程は、１年次秋学期から履修（登録）できます。
　⑵　学芸員養成課程の科目は、それぞれ履修開始年次等が決まっています。（前ページの表参照）
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V．博物館学と博物館実習

　博物館学に関する科目は「博物館学概論」「博物館経営論」「博物館資料論」「文化財科学Ａ」「博物館
展示論」「博物館教育論」「博物館情報・メディア論」「博物館実習」に分けられ、必要科目単位数は「生
涯学習概論」を加え、９科目21単位です。「博物館学概論」、「博物館資料論」、「博物館情報・メディア論」、
「生涯学習概論」は２年次配当の履修科目で、「博物館経営論」、「文化財科学Ａ」、「博物館展示論」、「博
物館教育論」は３年次からの履修科目です。４年次では「博物館実習」を履修します。

博 物 館 学 概 論
　博物館と博物館学に関する基礎的知識を習得するもので、その内容は、博物館の目的と機能、博物館
の歴史、博物館の現状、博物館の倫理、博物館関係法規、学芸員の役割などです。いわば、博物館の理
念、役割に関する概論であり、あるべき博物館の姿を考えます。

博 物 館 経 営 論
　博物館の運営や活動の経営論的理解を主眼とし、組織と職員、利用者、地域社会との連携、博物館行
財政、博物館の危機管理等について学び、これに関する基礎的能力を養うものです。

博 物 館 資 料 論
　博物館における調査研究活動、博物館資料の概念、博物館資料の収集、整理、保存、活用等の基礎的
能力を養うものです。

文 化 財 科 学 Ａ
　博物館における資料保存の意義、保存環境、物理化学的被害、生物被害、資料保存のリスク・マネー
ジメント等に関する基礎的能力を養うものです。

博 物 館 展 示 論
　博物館の展示の歴史、博物館展示の実際を学び、展示の機能に関する理論と展示技術に関する基礎的
能力を養うものです。

博 物 館 教 育 論
　博物館における教育機能の位置づけを明らかにして、その理論と教育活動の方法や技術に関する基礎
的能力を養うものです。

博物館情報・メディア論
　博物館における情報の意義、メディアとしての理論、ICTや映像利用、博物館と知的財産等に関す
る基礎的能力を養うものです。

博 物 館 実 習
　「博物館学概論」「博物館資料論」「博物館展示論」「博物館教育論」の４科目を習得したものに限り履
修できます。博物館学の内容がいかに博物館活動に生かされているのかを体験するのが博物館実習の目
的です。
　博物館実習は、実習ⅠからⅢに分かれています。実習Ⅰでは博物館実習全体の指導、多種多様な博物

　博物館学に関する科目は「博物館学概論」「博物館経営論」「博物館資料論」「文化財科学Ａ」「博物館
資料保存論」「博物館展示論」「博物館教育論」「博物館情報・メディア論」「博物館実習」に分けられ、
学芸員資格取得に必要な科目単位数は「生涯学習概論」を加え、９科目21単位です。（「文化財科学Ａ」
と「博物館資料保存論」は選択必修科目です。）
　「博物館学概論」は１年次秋学期から、「博物館資料論」「博物館教育論」「博物館情報・メディア論」
「生涯学習概論」は２年次から履修することができます。４年次では「博物館実習」を履修します。

博 物 館 学 概 論
　博物館と博物館学に関する基礎的知識を習得するもので、その内容は、博物館の目的と機能、博物館
の歴史、博物館の現状、博物館の倫理、博物館関係法規、学芸員の役割などです。いわば、博物館の理
念、役割に関する概論であり、あるべき博物館の姿を考えます。

博 物 館 経 営 論
　博物館の運営や活動の経営論的理解を主眼とし、組織と職員、利用者、地域社会との連携、博物館行
財政、博物館の危機管理等について学び、これに関する基礎的能力を養うものです。

博 物 館 資 料 論
　博物館における調査研究活動、博物館資料の概念、博物館資料の収集、整理、保存、活用等の基礎的
能力を養うものです。

文 化 財 科 学 Ａ 博物館資料保存論
　博物館における資料保存の意義、保存環境、物理化学的被害、生物被害、資料保存のリスク・マネー
ジメント等に関する基礎的能力を養うものです。

博 物 館 展 示 論
　博物館の展示の歴史、博物館展示の実際を学び、展示の機能に関する理論と展示技術に関する基礎的
能力を養うものです。

博 物 館 教 育 論
　博物館における教育機能の位置づけを明らかにして、その理論と教育活動の方法や技術に関する基礎
的能力を養うものです。

博物館情報・メディア論
　博物館における情報の意義、メディアとしての理論、ICTや映像利用、博物館と知的財産等に関す
る基礎的能力を養うものです。

博 物 館 実 習
　「博物館学概論」「博物館資料論」「博物館展示論」「博物館教育論」の４科目を習得したものに限り履
修できます。博物館学の内容がいかに博物館活動に生かされているのかを体験するのが博物館実習の目
的です。
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館種の実態理解に関する学習（特別講師による指導も設定）と見学、実習Ⅲの事前・事後指導をおこな
います。実習Ⅱでは博物館の各種資料の取り扱い、博物館資料の梱包、展示模擬演習としてのパネル作
成、博物館資料台帳の作成等をおこないます。実習Ⅲでは博物館における実務体験をおこないます。博
物館学で学んだ具体的な技術や方法を実地に経験することなどがその骨子です。
　博物館の実施見学は、博物館活動の実際とそれにかかわる諸施設の見学です。博物館資料の取り扱い
と博物館資料の梱包、展示模擬演習等については、学芸員養成課程実習室において少人数での実習を組
んでいます。
　博物館における実習Ⅲ（実務実習）は、明治大学博物館でおこなうことを原則にしますが、一定以上
の実習生を受け入れることは困難であるところから、年度によっては、学外の各種博物館へも実習を依
頼しています。３年次に実習先を特定し、翌年の実習Ⅲの予備登録をおこないますが、これは博物館の
実務実習の受け入れ開始が前年度末の所が多いからです。なお、博物館の実務実習に当たっては、受講
生の専門分野によって実習する館園を考える必要があります。自分の専門分野と異なる博物館での実習
は余り意味を有しません。受け入れの博物館も、専門以外の実習生を受け入れないことが多いことをあ
らかじめ承知しておいてください。

　博物館実習は、実習ⅠからⅢに分かれています。実習Ⅰでは博物館実習全体の指導、多種多様な博物
館種の実態理解に関する学習（特別講師による指導も設定）と見学、実習Ⅲの事前・事後指導をおこな
います。実習Ⅱでは博物館の各種資料の取り扱い、博物館資料の梱包、展示模擬演習としてのパネル作
成、博物館資料台帳の作成等をおこないます。実習Ⅲでは博物館における実務体験をおこないます。博
物館学で学んだ具体的な技術や方法を実地に経験することなどがその骨子です。
　博物館の実施見学は、博物館活動の実際とそれにかかわる諸施設の見学です。博物館資料の取り扱い
と博物館資料の梱包、展示模擬演習等については、学芸員養成課程実習室において少人数での実習を組
んでいます。
　博物館における実習Ⅲ（実務実習）は、明治大学博物館でおこなうことを原則にしますが、一定以上
の実習生を受け入れることは困難であるところから、年度によっては、学外の各種博物館へも実習を依
頼しています。３年次に実習先を特定し、翌年の実習Ⅲの予備登録をおこないますが、これは博物館の
実務実習の受け入れ開始が前年度末の所が多いからです。なお、博物館の実務実習に当たっては、受講
生の専門分野によって実習する館園を考える必要があります。自分の専門分野と異なる博物館での実習
は余り意味を有しません。受け入れの博物館も、専門以外の実習生を受け入れないことが多いことをあ
らかじめ承知しておいてください。
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Ⅵ．明治大学の博物館

　2004年4月、駿河台キャンパスのアカデミーコモンに、刑事・商品・考古学の旧３博物館を母体とし、
私立大学では初のユニバーシティ・ミュージアムを志向した明治大学博物館が開館しました。ユニバー
シティ・ミュージアムとは、1995年の文部省（当時）学術審議会中間報告を契機に、国立大学で先行し
て整備されてきた新しい型の大学付属博物館です。
　本学の博物館は、他大学にさきがけ、1950年代から一般公開されてきましたが、近年では、年間に約
７万人の来館者を集めるようになっています。本学学生はもとより、多様な年齢層にわたる一般社会人、
そして中学・高校生の見学も多く、また、考古部門が収蔵する考古遺物や発掘調査報告書、刑事博物館
蔵の捕者道具、古文書史料などは、何れも国内有数の規模を誇るコレクションで、学外の研究者や他大
学の学生にも盛んに利用されています。
　本学の博物館には学芸員が配置されており、各関連学部の教員や専門的職務に従事する卒業生と連携
し、様々な博物館事業を実施しています。展示活動は、特別展の開催や常設展の更新作業によって常に
その内容を進化させ、その都度、最新の方法論が模索されてきました。近年では、特に、教育プログラ
ムの開発に力を入れ、受講者と講師との双方向型コミュニケーションを目的とするハンズオン型講座
や、多彩なワーク・ショップ、デモンストレーション等を開催しています。さらに、今日で言うソーシャ
ル・インクルージョンといった観点による一般社会との“対話と連携”という分野では、1988年に考古
学博物館友の会が誕生し、ボランティアや学習サークル活動などが始動しました。その後、刑事・商品
も含めて全館的な活動として活性化しつつあります。大学の表玄関であるアカデミーコモンにあって、
学内外のさまざまなコミュニティとの間で共同事業を展開しています。
　新博物館において、施設上、大きく進化した部分は、特別展示室の設置、教育普及施設の充実、収蔵
施設の充実です。特別展示室自体は、すでに一般化した施設と言えますが、旧３館を引き継ぐ常設展示
とは別に、学内関係者・諸団体、校友、一般の主催する展覧会場として活用し、全学的な共同利用施設
として運用することになっています。教育普及施設は、実物資料の活用を念頭に、映写、音響、教材提
示について最新の機器が装備され、40人収容のAV・IT教室と特殊な排水機構を備えた体験学習室に
分かれています。収蔵施設は３通りの環境設定を可能としており、学内の教育資源を永久保存するにふ
さわしい、駿河台の巨大タイムカプセルとも言うべき場所となりました。他にも、ミュージアム・ショッ
プなどファシリティ機能として近年注目される施設が併設され、大学史展示室が同一フロアにあります。
　本学の博物館は、大学の付属館として、各々専門研究の分野で指導的役割を果たすとともに、博物館
研究の最新動向を反映した実践的事業をおこなう、言わば、博物館学の実験室として機能しているので
す。本課程は博物館施設の中に実習室を設置し、実際の館運営を目前にしながら最新の施設設備を活用
するという恵まれた環境の中で、学芸員養成をおこなうことが可能になりました。以下、各展示部門に
ついて説明します。

 商　品　部　門

　旧商品博物館を前身とする部門。同館は1951（昭和26）年に設立された商学部商品研究所付設資料室
の公開施設として1957年から一般公開されています。当初は木材や鉱物などの原料標本、繊維や石油化
学標本、穀類や嗜好品など貿易商品が収集の中心でしたが、やがて、地方物産品の収集が始まりました。
1970年前後の大学紛争による休館期間を経た後、当時、高度経済成長下において機械工業製品が躍進す
る一方、在来の手工芸的な製品が衰退しつつあることに危機感を持ち、すでに相当数の収蔵実績をもっ

　また、特別展示室では魅力的な企画展を適宜開催するとともに、学内関係者・諸団体、校友、一般の
主催する展覧会場としても活用し、全学的な共同利用施設として運用されています。教育普及施設も備
え、実物資料の活用を念頭に、映写、音響、教材提示について最新の機器が装備され、40人収容の
AV・IT教室と特殊な排水機構を備えた体験学習室に分かれています。収蔵施設は３通りの環境設定を
可能としており、学内の教育資源を永久保存するにふさわしい、駿河台の巨大タイムカプセルとも言う
べき場所となりました。他にも、ミュージアム・ショップなどファシリティ機能として近年注目される
施設が併設され、大学史展示室が同一フロアにあります。
　本学の博物館は、大学の付属館として、各々専門研究の分野で指導的役割を果たすとともに、博物館
研究の最新動向を反映した実践的事業をおこなう、言わば、博物館学の実験室として機能しているので
す。本課程は博物館施設の中に実習室を設置し、実際の館運営を目前にしながら最新の施設設備を活用
するという恵まれた環境の中で、学芸員養成をおこなっています。以下、各展示部門について説明します。

商　品　部　門

　旧商品博物館を前身とする部門。同館は1951（昭和26）年に設立された商学部商品研究所付設資料室
の公開施設として1957年から一般公開されています。当初は木材や鉱物などの原料標本、繊維や石油化
学標本、穀類や嗜好品など貿易商品が収集の中心でしたが、やがて、地方物産品の収集が始まりました。
1970年前後の大学紛争による休館期間を経た後、当時、高度経済成長下において機械工業製品が躍進す
る一方、在来の手工芸的な製品が衰退しつつあることに危機感を持ち、すでに相当数の収蔵実績をもっ
ていた伝統的手工業製品（伝統的工芸品）の収集・展示を主な活動とし、以後、今日における主要なコ
レクションが形成されました。
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ていた伝統的手工業製品（伝統的工芸品）の収集・展示を主な活動とし、以後、今日における主要なコ
レクションが形成されました。
　それら、漆器、染織品、陶磁器などの製品は、我が先人の生活の所産であり、誰もが日常的に接する
最も身近な日本文化と言えます。常設展示では、商品の原材料、部品、製造技法、半製品から完成品に
いたる製造工程、意匠の種別などを紹介し、世界にたぐい稀な意匠表現の豊富さを誇る、日本の伝統的
工芸品の全体像を端的に一覧できることを目標としています。
　一般に、伝統工芸を扱う博物館・美術館においては、伝世品や工芸作家の作品が専ら収集・展示され
ていますが、本部門の場合、あくまで商品として工業製品を扱っているのが特徴です。

 刑　事　部　門

　前身は、1929（昭和４）年に創設された刑事博物館。設立の理念は、実物教育に資するため捕物具、
拷問具、処刑具など刑事関係資料の収集・保存でした。
　1951（昭和26）年から江戸時代の古文書、古代から近代までの法制史料を収集対象に加え、コレクショ
ンの充実につとめました。東北から九州に至る全国各地の地方文書（じかたもんじょ）については、所
蔵情報を掲載した資料目録を刊行してきました。また日向国延岡藩７万石「内藤家文書」は、総数４万
５千点にのぼり、最大級・最良質の譜代藩政文書として著名です。
　総数17万点を超える資料は、教育・研究、生涯学習、出版・報道にひろく活用されています。
　生涯教育事業は、調査・研究の成果に基づいて、展覧会、公開講演会、実物を活用した体験学習型の
入門講座、ガイドツアー、学習グループの支援などを推進しており、また文化と情報の担い手として学
芸員資格の取得を目指す実習生を受託・指導しています。
　近年は、建学の理念「権利自由」のもとで、江戸時代の石抱責めやヨーロッパのギロチン、アイアン・ 
メイデンなどの大型資料を人権抑圧の証人として展示することでも知られています。
　歴史の陰の部分にも目を向けて、人権尊重を学ぶ動機付けの場として活用が期待されます。

 考　古　部　門

　これまでの考古学博物館を改めた部門。明治大学では、1950（昭和25）年に文学部考古学専攻が開設
され、２年後の1952年に博物館の前身である考古学陳列館が開館しました。以来50有余年、静岡県登呂
遺跡の発掘調査を主導するなど、明治大学は戦後の日本考古学をリードする調査研究を行ってきたので
す。
　現在、考古学部門に収蔵されている資料件数は約300遺跡にのぼります。その中には日本列島に旧石
器時代があることを証明した群馬県岩宿遺跡、縄文時代の開始を今から10,000年前まで遡らせた神奈川
県夏島貝塚などを含み、いつも新たな問題を学界に提起してきました。そうした明大考古学に対する評
価は前記した岩宿遺跡・夏島貝塚をはじめ、埼玉県砂川遺跡（旧石器）・栃木県出流原遺跡（弥生）の
資料が、重要文化財に指定されていることからも窺うことができます。
　新しい博物館では、旧石器・縄文・弥生・古墳の各時代にわたって、これまでの明大考古学の歩みを
振り返るようなテーマ設定に加え、最新の研究成果がそこに反映されるような展示構成となっていま
す。また、博物館のコレクションとして収集されてきた中国鏡なども常時公開しています。
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Ⅶ．学芸員養成課程修了者数一覧表

 （2013年度～2022年度）

年　　　度
学　部　等 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

法 学 部 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2

商 学 部 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0

政治経済学部 2 1 2 0 1 1 0 0 1 2

文 学 部

文 7 10 7 8 10 7 9 5 5 6

史 40 53 32 35 44 55 26 27 43 35

心 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2

理 工 学 部 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3

農 学 部 11 15 5 12 11 4 9 9 4 17

経 営 学 部 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2

情報コミュニケーション学部 2 1 0 1 4 2 1 3 1 3

国際日本学部 1 0 1 0 1 2 1 0 1 2

総合数理学部 0 1 0 2 0 0 2

小 計 63 84 49 57 73 74 51 47 57 76

科目等履修生
本学大学院生 1 5 0 4 4 3 1 0 5 2

一　　般 1 1 3 2 0 4 5 1 1 1

合　　　　　　計 65 90 52 63 77 81 57 48 63 79

 

（2015年度～2024年度）

年　　　度
学　部　等

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

法　 学　 部     0     0     0     1     1     2     1     2     3   0

商　 学　 部     0     1     0     0     1     0     0     0     0   0

政治経済学部     2     0     1     1     0     0     1     2     0   1

文 学 部

文     7     8   10     7     9     5     5     6   19 12

史   32   35   44   55   26   27   43   35   33 37

心     1     0     0     1     0     0     1     2     0   1

理  工  学  部     0     0     1     0     1     0     0     3     1   0

農　 学　 部     5   12   11     4     9     9     4   17   11 10

経  営  学  部     1     0     0     1     0     1     0     2     0   1

情報コミュニケーション学部     0     1     4     2     1     3     1     3     4   2

国際日本学部     1     0     1     2     1     0     1     2     1   0

総合数理学部     0     1     0     2     0     0     2     1   1

小　　　　計  49   57   73   74   51   47   57   76   73 65

科目等履修生
本学大学院生     0     4     4     3     1     0     5     2     4   7

一　　般     3     2     0     4     5     1     1     1     0   2

合　　　　　　計  52   63   77   81   57   48   63   79   77 74
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Ⅰ．司書課程の概要

　司書課程では、「図書館法」で定められた、都道府県立や市町村立等の公立図書館や、団体等
の私立図書館（両者を含めて公共図書館という。）で働く専門職である司書を養成しています。
そのため、開講されている科目内容も公共図書館での勤務を前提とするものが中心となっていま
す。しかし、他の種類の図書館（国立国会図書館・大学図書館・専門図書館）で働くにあたり、
基礎となる内容も含まれているため、司書資格を得ることで図書館の世界で幅広く活躍できる基
盤を得ることができます。
　近年の公共図書館は、地域の情報センターとして、利用者のしごとや日常生活にかかわる多様
な情報要求に応えるため、さまざまな資料や情報を収集・提供し、利用者の課題解決を支援して
います。たとえば、個人による起業や小規模事業主のためにビジネス情報を提供したり、病人や
高齢者などのために健康・医療情報を提供したりしています。
　司書課程で開講される科目を履修することで、地域社会に対する新たな視点が培われ、社会の
一員としての責務に気づくことができます。さらに、情報の選択・収集・探索・評価ならびに表
現能力といった「情報活用能力」も身につけることができ、大学生活にとどまらず、社会に出て
からも有用な力となります。
　また、司書課程では、2014年の学校図書館法改正ならびに2016年の文部科学省通知（『学校司
書のモデルカリキュラム』について）に基づき、学校司書のモデルカリキュラムを開設し、学校
司書の養成にも対応しています。
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Ⅱ．司書課程関係科目と履修方法

◆　司書資格を得るために必要な科目及び単位数
（○は必修科目）　

区
分

図 書 館 法 施 行 規 則
に 定 め る 科 目 本学における授業科目 単位数 履 修 開

始 年 次 履修要件

必

　
　
　
　
　
　
　
　修

生涯学習概論 ○生涯学習概論 ４ １年

14科目
30単位
必修

図書館概論 ○図書館情報学概論※５ ２ １年
図書館制度・経営論 ○図書館制度・経営論※５ ２ ２年
図書館情報技術論 ○図書館情報技術論※５ ２ ２年
図書館サービス概論 ○図書館サービス論※５ ２ １年
情報サービス論 ○情報サービス論※５ ２ ２年
児童サービス論 ○児童サービス論※５ ２ ２年

情報サービス演習
○情報サービス演習Ａ※１ ２ ３年
○情報サービス演習Ｂ※１ ２ ３年

図書館情報資源概論 ○図書館情報資源論※５ ２ ２年
情報資源組織論 ○情報資源組織論※５ ２ ２年

情報資源組織演習
○情報資源組織演習Ａ※２ ２ ３年
○情報資源組織演習Ｂ※２ ２ ３年

図書・図書館史 ○図書館文化論※５ ２ １年

選 

択 
必 
修

図書館基礎特論 　現代図書館事情論 ２ ３年

１科目
２単位
以上選
択必修

図書館サービス特論
　障害者サービス論※５ ２ ３年
　学校図書館サービス論※５ ２ １年

図書館情報資源特論
　図書館情報資源特論Ａ※５ ２ ３年
　図書館情報資源特論Ｂ ２ ３年

図書館施設論 　図書館建築と施設計画※５ ２ ３年
図書館総合演習 　図書館総合演習 ２ ３年
図書館実習 　図書館実習 ２ ３年

自
由
選

択
科
目 　学校教育概論※３※４ ２ １年

※１： 本学における授業科目「情報サービス演習Ａ」及び「情報サービス演習Ｂ」は、２科目とも修得して初めて法
定科目「情報サービス演習」を修得したことになります。よって、Ａ又はＢのどちらか１科目のみの修得では、
法定科目「情報サービス演習」を修得したことにはなりません。

※２： 本学における授業科目「情報資源組織演習Ａ」及び「情報資源組織演習Ｂ」は、２科目とも修得して初めて法
定科目「情報資源組織演習」を修得したことになります。よって、Ａ又はＢのどちらか１科目のみの修得では、
法定科目「情報資源組織演習」を修得したことにはなりません。

※３： 学校教育概論は、学校司書のモデルカリキュラムの認定を希望する場合は必須科目となります。
※４： 学校教育概論は、司書課程に在籍する学生であれば、受講できますが、司書資格取得のために必要な単位（32

単位以上）には加算されません。
※５： 「図書館情報学概論」「図書館制度・経営論」「図書館情報技術論」「図書館サービス論」「情報サービス論」「児

童サービス論」「図書館情報資源論」「情報資源組織論」「図書館文化論」「障害者サービス論」「学校図書館サー
ビス論」「図書館情報資源特論 A」及び「図書館建築と施設計画」はメディア授業科目併設。
メディア授業科目とは、学則第19条の３第２項に定める方法により履修する授業科目をいう。なお、毎年度の
授業計画により、授業の実施方法を変更することがあるため、メディア授業科目の対象科目及び履修上の注意
事項は必ず各年度の各シラバスを参照すること。

（○は必修科目）

区
分

図 書 館 法 施 行 規 則 
に 定 め る 科 目 本学における授業科目 単位数 履修開

始年次 履修要件

必
　
　
　
　
　
　
　
　
修

生涯学習概論 ○生涯学習概論 ４ １年

14科目 
30単位
必修

図書館概論 ○図書館情報学概論※５ ２ １年
図書館制度・経営論 ○図書館制度・経営論※５ ２ ２年
図書館情報技術論 ○図書館情報技術論※５ ２ ２年
図書館サービス概論 ○図書館サービス論※５ ２ １年
情報サービス論 ○情報サービス論※５ ２ ２年
児童サービス論 ○児童サービス論※５ ２ ２年

情報サービス演習
○情報サービス演習Ａ※１ ２ ３年
○情報サービス演習Ｂ※１ ２ ３年

図書館情報資源概論 ○図書館情報資源論※５ ２ ２年
情報資源組織論 ○情報資源組織論※５ ２ ２年

情報資源組織演習
○情報資源組織演習Ａ※２ ２ ３年
○情報資源組織演習Ｂ※２ ２ ３年

図書・図書館史 ○図書館文化論※５ ２ １年

選 

択 

必 
修

図書館サービス特論
　障害者サービス論※６ ２ ３年

１科目
２単位
以上選
択必修

　学校図書館サービス論※５ ２ １年

図書館情報資源特論
　図書館情報資源特論Ａ※６ ２ ３年
　図書館情報資源特論Ｂ ２ ３年

図書館施設論 　図書館建築と施設計画※６ ２ ３年
図書館総合演習 　図書館総合演習 ２ ３年
図書館実習 　図書館実習 ２ ３年

自
由
選

択
科
目 　学校教育概論※３※４ ２ １年
※１：�本学における授業科目「情報サービス演習Ａ」及び「情報サービス演習Ｂ」は、２科目とも修得して初めて法

定科目「情報サービス演習」を修得したことになります。よって、Ａ又はＢのどちらか１科目のみの修得では、
法定科目「情報サービス演習」を修得したことにはなりません。

※２：�本学における授業科目「情報資源組織演習Ａ」及び「情報資源組織演習Ｂ」は、２科目とも修得して初めて法
定科目「情報資源組織演習」を修得したことになります。よって、Ａ又はＢのどちらか１科目のみの修得では、
法定科目「情報資源組織演習」を修得したことにはなりません。

※３：�学校教育概論は、学校司書のモデルカリキュラムの認定を希望する場合は必須科目となります。
※４：�学校教育概論は、司書課程に在籍する学生であれば受講できますが、司書資格取得のために必要な単位（32単

位以上）には加算されません。
※５：�「図書館情報学概論」「図書館制度・経営論」「図書館情報技術論」「図書館サービス論」「情報サービス論」「児

童サービス論」「図書館情報資源論」「情報資源組織論」「図書館文化論」及び「学校図書館サービス論」はメ
ディア授業科目併設。

※６：�「障害者サービス論」「図書館情報資源特論Ａ」及び「図書館建築と施設計画」はメディア授業のみによる開講。
　　　�メディア授業科目とは、学則第19条の３第２項に定める方法により履修する授業科目をいう。なお、毎年度の

授業計画により、授業の実施方法を変更することがあるため、メディア授業科目の対象科目及び履修上の注意
事項は必ず各年度の各シラバスを参照すること。

⎫
⎜
⎜⎜
⎜
⎜
⎬
⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎭
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◆　司書課程の修了要件

１．学士の学位を取得すること。
２．上表の司書資格取得のために必要な科目を、必修および選択必修科目を合わせて32単位以上
修得すること。

◆　履修上の注意事項

１　履修開始年次について
　⑴　司書課程は、１年次から履修（登録）ができます。
　⑵　司書課程の科目は、科目ごとに履修開始年次が決まっています。（前ページの表参照）
　⑶　司書課程については段階を追ってカリキュラムを展開するので、できるだけ、それぞれの科目の
履修開始年次に履修するようにしてください。

２　演習科目の履修について
　⑴　演習科目の履修登録にあたっては、事前の申請が必要になります。（事前申請を行わなかった者
は、履修登録できません。）事前申請の手続方法については、例年３月に掲示等でお知らせします
ので、見落とさないよう注意してください。

　⑵　演習科目は、下表のとおり、それぞれの分野に関連する科目の修得が履修の前提条件となってい
ます。

対象科目 単位数 履修開始
年　　次

履修前提条件科目
次の科目を修得していることが必要

情報資源組織演習Ａ
情報資源組織演習Ｂ

２単位
２単位

３年次
３年次

図書館情報学概論
情報資源組織論

情報サービス演習Ａ
情報サービス演習Ｂ

２単位
２単位

３年次
３年次

図書館情報学概論
図書館サービス論
情報サービス論

３　他のキャンパスで開設されている授業科目の履修について
　　司書課程の科目については、所属するキャンパスによる履修制限がありませんので、他のキャンパ
スで開設されている科目を履修することができます。

４　他の課程との共通科目の扱いについて
　複数の課程にある同一名称の科目は、原則として各課程共通で使用できます。重複しての履修は
できません。なお、司書課程の履修開始以前に修得した科目であっても、その単位は認められます。

５　「図書館実習」について
　　「図書館実習」は現場実習を主な授業内容とする科目です。詳細は次ページを参照してください。

６　メディア授業について
　　インターネットの利用環境があれば、いつでもどこでも講義科目の受講が可能です。詳細は資格課
程シラバスを参照してください。

７　課程修了証書の交付について
　⑴　司書課程を修了した者には、課程修了証書を交付します。
　⑵　課程修了見込の者に、例年12月頃、課程修了証書の交付の手続についてお知らせします。
　⑶　手続を完了し、かつ、課程を修了した者に対し、卒業式当日に課程修了証書を交付します。
　⑷　３年次までに、課程修了要件を満たすように科目を修得した場合、４年次に申請をすることを忘
れがちなので注意してください。
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Ⅲ．図書館実習

　「図書館実習」は司書資格取得のための選択必修科目であり、公共図書館において、原則として２週

間の実習を行い、かつ大学での授業に出席し、所定の要件を満たした者に、２単位が与えられます。

　教育実習あるいは介護等体験と同様、図書館実習の期間中は、大学の他の授業の欠席を余儀なくされ

ますし、社会人学生諸君の場合、勤務先を長期にわたって欠勤せざるを得ず、また実習期間中にある就

職試験等の受験は不可能であることなどを、事前に充分承知して履修することが必要です。

１　実習資格

　　原則として、下記の前提条件を満たしている３年次以上の学生が有資格者です。

　　 「情報資源組織演習Ａ」または「情報資源組織演習Ｂ」のいずれか１科目と、「情報サービス演習Ａ」

または「情報サービス演習Ｂ」のいずれか１科目を、修得済みまたは履修中であること。

２　ガイダンス

　　 「図書館実習」の履修を希望する者は、履修前年度（２月の予定）に行われる「図書館実習ガイダ

ンス」 に出席しなければなりません。このガイダンスの開催日時・場所等の詳細については 

Oh-o! Meiji でお知らせします。

３　実習登録

　　図書館実習を希望する学生は、「図書館実習」の履修登録が必要です。

４　実習先とその決定

　　 実習先は、原則として、首都圏の公共図書館（都県立、政令指定都市立、区市町村立）を予定して

います。具体的な実習先については、実習予定者の希望や諸条件を考慮して決定します。

　　 なお、首都圏以外の自分の出身道府県での実習を希望する場合、大学の指導のもとに、本人が直接

実習希望先と交渉することになります。

５　実習の時期

　　 実習時期は、原則として、７月末から10月を予定していますが、履修者の事情や実習先の事情等で

変動もあり得るので、履修者個別に対応した指導を行います。
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Ⅳ．学校司書のモデルカリキュラムと履修方法

　2014年に学校図書館法が改正され、「専ら学校図書館の職務に従事する職員」として学校司書が規定
されました。現在、学校には、専門的職務を掌る教員として司書教諭を置かなければならない（12学級
以上）ことに加え、学校図書館の職務にあたる職員として学校司書を置くよう努めなければならなくな
りました。
　2016年、学校司書の養成に向けた文部科学省通知「『学校司書のモデルカリキュラム』について」が
示されました。本学ではこれに基づき、2018年度から司書課程のカリキュラムの中で、学校司書のモデ
ルカリキュラムを開設することになりました。このモデルカリキュラムの受講を希望する学生は、以下
の科目を履修するようにしてください。
　モデルカリキュラムで提示される科目の読み替えは、司書、司書教諭の２課程にまたがりますが、履
修希望者は司書課程への登録が必要となります。また、司書資格の取得と、学校司書のモデルカリキュ
ラムの履修を両立させることが可能です。なお、学校司書養成は資格付与を伴うものではなく、文部科
学省通知で提示されたカリキュラムを履修したことを、本学において認定するものです。

（○は必修科目）

「通知」における科目名 本学における授業科目
本学に
おける
単位数

履修
開始
年次

開設課程 備考

学
校
図
書
館
の
運
営
・
管
理
・
サ
ー
ビ
ス
に

関
す
る
科
目

学校図書館概論 ○学校経営と学校図書館※３ ２単位 １年 司書教諭

図書館情報技術論 ○図書館情報技術論※３ ２単位 ２年 司書

図書館情報資源概論 ○図書館情報資源論※３ ２単位 ２年 司書

情報資源組織論 ○情報資源組織論※３ ２単位 ２年 司書

情報資源組織演習
○情報資源組織演習Ａ※１ ２単位 ３年 司書 事前申請必要科目

履修前提条件あり○情報資源組織演習Ｂ※１ ２単位 ３年 司書

学校図書館サービス論 ○学校図書館サービス論※３ ２単位 １年 司書

学校図書館情報サービス論

○情報サービス論※２※３ ２単位 ２年 司書

○情報サービス演習Ａ※２ ２単位 ３年 司書 事前申請必要科目
履修前提条件あり○情報サービス演習Ｂ※２ ２単位 ３年 司書

児
童
生
徒
に
対
す
る
教

育
支
援
に
関
す
る
科
目

学校教育概論 ○学校教育概論 ２単位 １年 司書

学習指導と学校図書館 ○学習指導と学校図書館※３ ２単位 ２年 司書教諭

読書と豊かな人間性 ○読書と豊かな人間性※３ ２単位 １年 司書教諭

本学における必要科目（単位）数 13科目（26単位）

※１： 本学における授業科目「情報資源組織演習Ａ」及び「情報資源組織演習Ｂ」は、２科目とも修得して初めて「情
報資源組織演習」を修得したことになります。よって、Ａ又はＢのどちらか１科目のみの修得では、通知におけ
る科目「情報資源組織演習」を修得したことにはなりません。

※２： 本学における授業科目「情報サービス論」、「情報サービス演習Ａ」及び「情報サービス演習Ｂ」は、３科目とも
修得して初めて「学校図書館情報サービス論」を修得したことになります。よって、※２の付いた科目のうち１
科目または２科目のみの修得では、通知における科目「学校図書館情報サービス論」を修得したことにはなりま
せん。

※３： 「学校経営と学校図書館」「図書館情報技術論」「図書館情報資源論」「情報資源組織論」「学校図書館サービス論」「情
報サービス論」「学習指導と学校図書館」及び「読書と豊かな人間性」はメディア授業科目併設。メディア授業科
目とは、学則第19条の３第２項に定める方法により履修する授業科目をいう。なお、毎年度の授業計画により、
授業の実施方法を変更することがあるため、メディア授業科目の対象科目及び履修上の注意事項は必ず各年度の
各シラバスを参照すること。

※２：�本学における授業科目「情報サービス論」「情報サービス演習Ａ」及び「情報サービス演習Ｂ」は、３科目とも修
得して初めて「学校図書館情報サービス論」を修得したことになります。よって、※２の付いた科目のうち１科目
または２科目のみの修得では、通知における科目「学校図書館情報サービス論」を修得したことにはなりません。

※３：�「学校経営と学校図書館」「図書館情報技術論」「図書館情報資源論」「情報資源組織論」「学校図書館サービス論」「情
報サービス論」「学習指導と学校図書館」及び「読書と豊かな人間性」はメディア授業科目併設。メディア授業科
目とは、学則第19条の３第２項に定める方法により履修する授業科目をいう。なお、毎年度の授業計画により、
授業の実施方法を変更することがあるため、メディア授業科目の対象科目及び履修上の注意事項は必ず各年度の
各シラバスを参照すること。
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◆　履修上の注意事項

１　履修開始年次について
　⑴　学校司書のモデルカリキュラムは、１年次から履修（登録）ができます。
　⑵　学校司書のモデルカリキュラムの科目は、それぞれ履修開始年次が決まっています。
　⑶ 　学校司書モデルカリキュラム受講希望者は、Oh-o! Meiji の「学校司書のモデルカリキュラム」履

修希望申請アンケートに回答してください。未申請者が新たに希望する場合も回答してください。

２　演習科目の履修について
　⑴　演習科目の履修登録にあたっては、事前の申請が必要になります。（事前申請を行わなかった者

は、履修登録できません。）事前申請の手続方法については、例年３月に掲示でお知らせしますの
で、見落とさないよう注意してください。

　⑵　演習科目は下表のとおり、それぞれの分野に関連する科目を前年度までに修得することが前提条
件となっています。

対象科目 単位数 履修開始
年　　次

履修前提条件科目
次の科目を修得していることが必要

情報資源組織演習Ａ
情報資源組織演習Ｂ

２単位
２単位

３年次
３年次

図書館情報学概論
情報資源組織論

情報サービス演習Ａ
情報サービス演習Ｂ

２単位
２単位

３年次
３年次

図書館情報学概論
図書館サービス論
情報サービス論

　　司書資格を得るための科目を履修せず、学校司書のモデルカリキュラムのみを履修する場合、13科
目（26単位）に加えて、図書館情報学概論と図書館サービス論の履修も必要となります。

３　他キャンパス開設科目の履修について
　　学校司書のモデルカリキュラムの科目については、履修地区の制限がありませんので、他キャンパ

スで開設されている科目を履修することができます。

４　他の課程との共通科目について
　　複数の課程にある同一名称の科目は、原則として各課程共通で使用できます。重複しての履修はで

きません。なお、学校司書のモデルカリキュラムの履修開始以前に修得した科目であっても、その単
位は学校司書のモデルカリキュラムの要件科目として認められます。

５　メディア授業について
　　インターネットの利用環境があれば、いつでもどこでも講義科目の受講が可能です。詳細は資格課

程シラバスを参照してください。（パソコン及びインターネット環境等の条件を満たす必要がありま
す。）

⑶�　学校司書のモデルカリキュラム受講希望者は、Oh-o! Meiji の「学校司書のモデルカリキュラム」
履修希望申請アンケートに回答してください。未申請者が新たに希望する場合も回答してください。

（ 219 ）

2026



（　　）220

2024

Ⅴ．司書課程に関する法令

図書館法（抄）

第一章　総則
（この法律の目的） 
第一条　この法律は、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）の精神に基き、図書館の設置及び運

営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与するこ
とを目的とする。

（定義） 
第二条　この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、

一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、
地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの（学校に附属す
る図書館又は図書室を除く。）をいう。

２　前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般
社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

（図書館奉仕） 
第三条　図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、

及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなけれ
ばならない。

一　郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、
視聴覚教育の資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
は認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下「図書館資料」という。）を収
集し、一般公衆の利用に供すること。

二　図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三　図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにする

こと。
四　他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又

は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五　分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六　読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七　時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八　社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の

機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
九　学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

（司書及び司書補）
第四条　図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
２　司書は、図書館の専門的事務に従事する。

（司書及び司書補の資格）
第五条　次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
一　大学を卒業した者（専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。）で大学にお

いて文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
二　大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
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学校図書館法（抄）
（この法律の目的）
第一条　この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることに

かんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
（学校図書館の運営） 
第四条　学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員

の利用に供するものとする。
　一　図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
　二　図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 
　三　読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
　四　図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。 
　五　他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
（学校司書）
第六条　学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は

生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する
職員（次項において「学校司書」という。）を置くよう努めなければならない。

２ 　国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ず
るよう努めなければならない。
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Ⅵ．司書課程修了者数一覧表

（2013年度～2022年度）

年　　　度
学　部　等 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

法 学 部 9 9 8 8 5 3 6 8 3 4

商 学 部 0 5 5 5 1 5 7 2 2 1

政治経済学部 8 8 5 8 2 6 2 3 5 7

文 学 部

文 43 47 36 30 43 52 38 39 26 19

史 16 22 19 14 22 15 9 13 6 8

心 2 4 6 4 8 10 5 3 9 4

理 工 学 部 0 1 1 0 2 2 2 1 0 0

農 学 部 6 1 2 7 4 5 3 0 2 3

経 営 学 部 0 3 3 2 3 2 3 1 1 0

情報コミュニケーション学部 15 11 11 7 7 17 9 7 2 3

国際日本学部 7 9 9 7 5 4 2 2 0 0

総合数理学部 3 2 3 1 0 0 1

小 計 106 120 105 95 104 124 87 79 56 50

科目等履修生
本学大学院生 0 2 3 0 5 0 0 0 1 3

一　　　般 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

合　　　　　　計 107 122 108 96 109 124 88 79 57 54

（2015年度～2024年度）

年　　　度
学　部　等

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

法　 学　 部     8     8     5     3     6     8     3     4 3   4

商　 学　 部     5     5     1     5     7     2     2     1 2   1

政治経済学部     5     8     2     6     2     3     5     7 1   4

文 学 部

文  36   30   43   52   38   39   26   19 20 26

史   19   14   22   15     9   13     6     8 6   7

心     6     4     8   10     5     3     9     4 1   0

理  工  学  部     1     0     2     2     2     1     0     0 0   1

農　 学　 部     2     7     4     5     3     0     2     3 4   1

経  営  学  部     3     2     3     2     3     1     1     0 0   0

情報コミュニケーション学部   11     7     7   17     9     7     2     3 3   2

国際日本学部     9     7     5     4     2     2     0     0 1   2

総合数理学部     3     2     3     1     0     0     1 2   2

小　　　　計 105   95 104 124   87   79   56   50 43 50

科目等履修生
本学大学院生     3     0     5     0     0     0     1     3 0   0

一　　般     0     1     0     0     1     0     0     1 0   1

合　　　　　　計 108   96 109 124   88   79   57   54 43 51
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Ⅰ．司書教諭課程の概要

　司書教諭は、「学校図書館法」に定められた教諭で、既に小・中・高等学校若しくは特別支援
学校の教員免許を取得している者が、所定の科目を修得することにより付与される資格です。
　児童生徒の自発的な学習を支援することが主軸となった新しい教育課程において、学校図書館
が大きな役割を果たすことが期待され、1997年の学校図書館法の改正により、2003年から12学級
以上の規模の学校の図書館には必ず司書教諭を配置することが義務づけられました。
　また、この法改正及びそれに関連する措置として、司書教諭資格取得のための科目も、高度情
報化時代に対応する学校図書館の拡充に向けて、各種の最新の情報メディアの導入・活用を可能
とする司書教諭の力量形成を目的とする方向で再編成されました。
　当課程の履修により、教科教員の資格に付加価値をつける（都道府県によっては、採用の際、
司書教諭有資格者が有利になると謳っています。）とともに、どの教科の担当においても不可欠
な、児童又は生徒の情報リテラシー育成ならびに読書指導をはじめとする自主的な学習活動の支
援の理論や方法の修得も可能になるでしょう。

Ⅱ．司書教諭課程関係科目と履修方法

◆　司書教諭資格を得るために必要な科目及び単位数
（○は必修科目）

学校図書館司書教諭

講習規程に定める科目
本学における授業科目 単位数

履修開始

年　　次

学校経営と学校図書館 ○学校経営と学校図書館※ ２ １年

学校図書館メディアの構成 ○学校図書館メディアの構成※ ２ ２年

学習指導と学校図書館 ○学習指導と学校図書館※ ２ ２年

読書と豊かな人間性 ○読書と豊かな人間性※ ２ １年

情報メディアの活用 ○情報メディアの活用 ２ ２年

※はメディア授業科目併設。メディア授業科目とは、学則第19条の３第２項に定める方法により履修す
る授業科目をいう。なお、毎年度の授業計画により、授業の実施方法を変更することがあるため、メディ
ア授業科目の対象科目及び履修上の注意事項は必ず各年度の各シラバスを参照すること。

◆　司書教諭課程の資格取得要件

１．上表に示す、５科目10単位を修得すること。

２．いずれかの教育職員免許状を取得すること。
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◆　履修上の注意事項

１　履修開始年次について
　　司書教諭課程は、１年次から履修（登録）できます。

２　司書教諭課程の履修条件について
　 　司書教諭課程の履修を開始するためには、次のいずれかの条件を満たし、かつ司書教諭課程履修料

を納入しなくてはなりません。
　⑴　教職課程を既に履修中である。（又は、教員免許状を既に有している。）
　⑵　司書教諭課程と教職課程を同時に履修開始する。
　※　司書教諭課程のみの履修はできませんので、注意してください。

３　司書教諭資格の効力について
　 　司書教諭の資格は、教員免許状を有する者についてのみ、その効力を生じます。したがって、当課

程を履修する者は、教員免許状を取得することが必要です。

４　「学校経営と学校図書館」について
　 　「学校経営と学校図書館」については、できるだけ履修を開始する年次に履修するようにしてくだ

さい。

５　他のキャンパスで開設されている授業科目の履修について
　 　司書教諭課程の科目については、所属するキャンパスによる履修制限がありませんので、他のキャ

ンパスで開設されている科目を履修することができます。

６　教職課程『大学が独自に設定する科目』との関係について
　 　司書教諭課程の授業科目は、５科目すべて、教職課程の『大学が独自に設定する科目』としても使

用できます。（p.36参照）

７　メディア授業について
　 　インターネットの利用環境があれば、いつでもどこでも講義科目の受講が可能です。詳細は資格課

程シラバスを参照してください。

８　司書教諭の資格申請手続きについて
　 　司書教諭の資格を得るには、司書教諭課程の５科目を修得した後、文部科学省に申請する必要があ

ります。
　 　この申請に関する手続き（司書教諭講習修了証書申請手続き）については、６月頃に資格課程の

ホームページ（https://www.meiji.ac.jp/shikaku/）でお知らせします。

※�卒業時に司書教諭資格の取得を希望する場合、３年次終了までに５科目10単位を修得していなければ

なりません。
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Ⅲ．司書教諭課程に関する法令

学校図書館法（抄）
（この法律の目的）
第一条　この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることに

かんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
（定義）
第二条　この法律において「学校図書館」とは、小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の

小学部を含む。）、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中
学部を含む。）及び高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）（以下「学
校」という。）において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料（以下「図書館資料」
という。）を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、
学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として
設けられる学校の設備をいう。

（設置義務）
第三条　学校には、学校図書館を設けなければならない。
（学校図書館の運営） 
第四条　学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員

の利用に供するものとする。
　一　図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。 
　二　図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 
　三　読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
　四　図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。 
　五　他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
２ 　学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。
（司書教諭）
第五条　学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。
２ 　前項の司書教諭は、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。）、指導

教諭又は教諭（以下この項において「主幹教諭等」という。）をもつて充てる。この場合において、
当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

３ 　前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
４ 　前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事

項は、文部科学省令で定める。
（設置者の任務）
第七条　学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整

備し、及び充実を図ることに努めなければならない。
（国の任務）
第八条　国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、

次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
　一 　学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。 
　二　学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。
　三　前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。
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　学校図書館は、日本国憲法第26条［教育を受ける権利］、及びそれと深く関連する教育基本法を根本法
規として、更に、児童憲章・学校教育法等の児童青少年の発達や文化的活動を保証する諸法令に基づく、
特に学齢期の児童生徒及びその指導を担う教職員の多面的な教育・学習活動の進展を支援する施設です。
　学校図書館の具体的な在り方を直接に法定しているのは、上に掲げる学校図書館法です。司書教諭課
程履修者は、常にこの法文に目を通し、自らがめざす教員資格に加えての当資格の意義や課題への自覚
を深めて下さい。
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Ⅳ．司書教諭申請者数一覧表

 （2013年度～2022年度）

年　　　度
学　部　等 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

法 学 部 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

商 学 部 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0

政治経済学部 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0

文 学 部

文 8 4 7 2 3 3 1 1 3 9

史 1 4 1 1 3 6 0 3 0 2

心 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2

理 工 学 部 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

農 学 部 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1

経 営 学 部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

情報コミュニケーション学部 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

国際日本学部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総合数理学部 0 0 0 1 0 1 0

小 計 10 14 14 5 7 12 4 6 7 14

科目等履修生
本学大学院生 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0

一　　般 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

卒 　業 　生 14 13 15 3 5 0 2 0 2 3

合　　　　　　計 27 29 30 10 12 12 7 6 9 17

 

（2015年度～2024年度）

年　　　度
学　部　等

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

法　 学　 部     0     1     0     0     1     0     1     0     0   0

商　 学　 部     1     0     0     0     0     0     1     0     0   0

政治経済学部     3     0     0     0     0     2     1     0     2   0

文 学 部

文     7     2     3     3     1     1     3     9     3   4

史     1     1     3     6     0     3     0     2     3   0

心     1     0     1     2     0     0     0     2     0   0

理  工  学  部     0     0     0     0     1     0     0     0     0   0

農　 学　 部     1     1     0     0     0     0     0     1     0   1

経  営  学  部     0     0     0     0     0     0     0     0     0   1

情報コミュニケーション学部     0     0     0     0     0     0     0     0     1   0

国際日本学部     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0

総合数理学部     0     0     0     1     0     1     0     0   1

小　　　　計  14     5     7   12     4     6     7   14     9   7

科目等履修生
本学大学院生     0     2     0     0     1     0     0     0     1   0

一　　般     1     0     0     0     0     0     0     0     0   0

卒　 業　 生   15     3     5     0     2     0     2     3     3   3

合　　　　　　計  30   10   12   12     7     6     9   17   13 10
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